
愛知県豊田加茂総合庁舎（新庁舎）への自動販売機設置に係る一般競争入札公告 

 

次のとおり自動販売機設置に係る県有財産（建物）の貸付を一般競争入札に付し

ます。 

  令和８年２月26日     

愛知県豊田加茂県税事務所長   

  

１ 入札物件 

(1)件名 

自動販売機設置に係る県有財産の貸付 

(2)貸付物件 

所在地 設置場所 貸付面積 設置台数 

豊田市元城町

四丁目45番地 

庁舎棟１階 

エントランスホール 

西側通路前 

2.0㎡ 

(幅2.0ｍ×奥行1.0ｍ) 
１台 計１台 

※１ 貸付面積には、回収ボックスを含みます。また、自動販売機の機種によ

っては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあ

るので、それらの支障がないか申込前に設置場所の確認をしてください。 

  ※２ 機種は、消費電力10アンペア程度以下のものとします。 

 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）第 167

条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

 (2) 政令第 167条の４第２項第１号から第６号までのいずれにも該当しない者

（いずれかに該当した者であって、その事実があった後３年を経過した者を

含む。）であること。 

(3) 県が実施する自動販売機の設置を目的とする公有財産の貸付に係る一般競

争入札参加者に必要な資格に関する告示（平成21年３月６日付け愛知県告示第

149号）に定める資格をすべて満たすこと。 

(4) 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を置いていること。 

 (5) 入札公告の日から落札決定までの間、愛知県から指名停止措置を受けてい

ないこと。 

(6) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始

の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21

条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(7) 入札公告の日から入札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事



業からの暴力団排除に関する合意書」（愛知県知事等・愛知県警察本部長、平

成 24年 6月 29日締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

  

３ 入札説明書及び契約条項を示す場所及び日時 

 (1) 場所 

   愛知県豊田加茂県税事務所 総務課（愛知県豊田加茂総合庁舎 本館２階） 

 (2) 日時 

   令和８年２月 26 日（木）から令和８年３月 19 日（木）まで（土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する国民

の祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

 

４ 入札参加申込みの受付の場所及び日時 

 (1) 場所 

   愛知県豊田加茂県税事務所 総務課（愛知県豊田加茂総合庁舎 本館２階） 

 (2) 日時 

   令和８年２月 26 日（木）から令和８年３月 19 日（木）まで（土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日を除く。）の午前９時

から午後５時まで 

 

５ 現地説明会の場所及び日時 

 (1) 場所 

   愛知県豊田加茂総合庁舎 別館２階 第一会議室 

 (2) 日時 

   令和８年３月13日（金）午前10時 

   ※豊田加茂総合庁舎（新庁舎）引渡し前のため、建物内部での現地確認が 

    できない場合があります。その場合は写真での確認となります。 

 

６ 入札執行の場所及び日時 

 (1) 場所 

   愛知県豊田加茂総合庁舎 別館２階 第一会議室 

 (2) 日時 

   令和８年４月６日（月）午前10時 

 

７ 入札保証金 

  免除 

 

 



８ 契約書の作成の要否 

  要 

 

９ 入札の無効 

  次の(1)から(6)までのいずれかに該当する入札は、無効とします。 

  (1) 財務規則第152条第１号から第７号に該当する入札 

  (2) 一般競争入札参加申込書（入札参加者が代理人である場合は、本人の委

任状を添付すること。）及び誓約書を提出していない者のした入札 

  (3) 入札書の金額を訂正したもの 

  (4) 郵送による入札 

  (5) 虚偽の事実を記載した者のした入札 

  (6) 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

 

10 その他 

  県有財産有償貸付契約書（案）を始め貸付の詳細については、「入札説明書」

を確認のうえ、入札してください。 

  なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

るので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に

記載してください。 

 

11 問い合わせ先 

  愛知県豊田加茂県税事務所 総務課 

   住所 豊田市元城町四丁目45番地（郵便番号471-8537）  

電話 0565-32-3383 

 

 


